
学校給食食材モニタリング調査委員会

１ 目的

指定した３市町教育委員会と連携し、給食一食分に含まれる放射性物質の有無と量を継

続的に集約し、県下の学校給食に含まれる放射性物質の有無や量を把握する。また、文部

科学省とも情報を共有し、全国における本県の状況を把握する。

2 設置要綱及び委員
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この要綱は
平成 24 年度学校給食モニタリング事業調査委員会設置要綱

本大震災における原子力災害により、放射性物質が拡散し農作物等への

学校給食においても、安全・安心の確保が求められているところである

童生徒等のより一層の安全・安心の確保の観点から、学校給食モニタリ

施することとし、より効果的な実施のために、実施方法や検査結果等に

る静岡県学校給食モニタリング事業調査委員会（以下「調査委員会」と

置する。

）

委員会では、次に掲げる事項について協議・検討する。

容・方法に関すること。

保護者への説明方法及び結果の公表等に関すること。

委員）

委員会は、有識者、学校給食関係者、静岡県及び静岡県教育委員会関係

表のとおり組織する。

表のとおりとする。

）

委員会には、委員長を置き、委員の互選により選出する。

、調査委員会を代表し、会務を総括する。

不在のとき又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名す

職務を代行する。

）

会の設置期間は、平成24年８月１日から平成25年３月29日までとする。

委員会の庶務は、県教育委員会学校教育課において処理する。

要綱に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項

に定める。
、平成 24 年８月１日から施行する。



３ 経過
第 1 回 平成 24 年８月１日(水)

ア 事業のし趣旨について

イ 静岡県学校給食モニタリング事業実施要項について

ウ 検査実施市町の選定について
エ 検査計画について

第２回 平成 24 年３月１４日(木)

ア モニタリング事業の報告

イ 意見交換

ウ 次年度について

平成 24 年度学校給食モニタリング事業調査委員会委員
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准 教 授

【委 員】
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静岡県健康福祉部生活衛生局食品監視班 班 長

藤枝市立北部学校給食センター

（藤枝市立瀬戸谷中学校）
主 査

課 長
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